
日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

目
　
　
　
　
録

一〇二八
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�����




（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一一

五

１

一〇二九
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
���������







（
同
）
一一

五

１

一〇三〇
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
調

査
計
画
書
�
����������








�

�
��
（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一一

五

２

一〇三一
保
安
林
の
指
定
�
��������






�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一一

五

２

一〇三二
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一一

五

３

一〇三三�

一〇三四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
（
二
件
）���������







（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一

六

１

一〇三五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
��

�
������������










（
同
）

一一

六

４

一〇三六
土
地
区
画
整
理
事
業
の
規
約
の
認
可
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一一

七

１

一〇三七
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
���������







（
同
）
一一

七

１

一〇三八
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
�
��
�

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）
一一

七

１

一〇三九
貸
金
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
�
���

�

�（
産
業
労
働
局
金
融
部
貸
金
業
対
策
課
）
一一

七

２

一〇四〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
�
��

�
������������











（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一一
一〇

１

一〇四一
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
���������







（
同
）
一一
一二

１

一〇四二
森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
掲
示
�
��
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一一
一二

１

一六八
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
�
����



（
環
境
局
気�

候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）

一一
一九

１

一六九
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）

一一
二〇

１

一七〇
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
���


（
福�

祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）

一一
二八

１

一七一
東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
����������








�

�（
会
計
管
理
局
管
理
部
会
計
企
画
課
）

一一
二八

１

一七二
東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
��������






（
同
）
一一
二八

３

一七三
令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
及
び
第
二

十
三
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
東
京

都
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適

用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
規
則�

�
��

（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ�

協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）

一一
二八
95

１

告
　
　
　
示

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

一〇二四�

一〇二五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
������������











（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一

四

１

一〇二六
令
和
七
年
度
東
京
都
人
事
行
政
の
運
営

等
の
状
況
の
公
表
�
�������





�

�
����


（
総
務
局
人
事
部
人
事
課
）

一一

四
92

１

一〇二七
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
設
立
認
可�

�
��������







（
都
市
整
備
局�

市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）

一一

五

１

　
　

令
和
七
年
十
一
月
分

　
　
　
　

定
刊
第
一
八
四
二
一
号
か
ら
同
第
一
八
四
三
八
号
ま
で

　
　
　
　

増
刊
第　
　
　

九
二
号
か
ら
同
第　
　
　

九
七
号
ま
で

規
　
　
　
則

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

一六三
東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
�
���


（
生
活
文�

化
局
都
民
生
活
部
地
域
活
動
推
進
課
）

一一
一七

１

一六四�

一六六～
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並

び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
三
件
）�������




�

�
��

（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ�

協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）

一一
一八

１

一六七
東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�
（
福�

祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）

一一
一八

３
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一〇七〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分�

�
�����������










（
住
宅�

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

一一
二七

１

一〇七一�

一〇七三～
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
三
件
）�

�
������������











（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一
二七

２

一〇七四�

一〇七五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
（
二
件
）���������






（
同
）

一一
二七

５

一〇七六�

一〇七九～
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
（
四
件
）�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一一
二七

８

一〇八〇
都
営
住
宅
の
廃
止
�
��

（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）
一一
二八

３

一〇八一
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�（
同
）
一一
二八

４

一〇八二
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等�

�
������������










（
同
）
一一
二八

７

一〇八三
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
�
�����



（
同
）
一一
二八

８

一〇八四
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
廃
止
�
�（
同
）
一一
二八

９

一〇八五
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
��

�
������������










（
同
）
一一
二八

９

一〇八六
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及

び
区
画
数
�
��������






（
同
）
一一
二八

９

一〇八七�

一〇八八
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
������������











（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一
二八

９

一〇八九
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一一
二八

12

一〇五五
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
辞

退
�
�����������









（
同
）
一一
二一
94

17

一〇五六
令
和
七
年
第
四
回
東
京
都
議
会
定
例
会

の
招
集
�
�（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）
一一
二五

１

一〇五七�

一〇五九～
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
三
件
）���
�

�
���������








（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

一一
二五

１

一〇六〇
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一
二五

１

一〇六一
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定�

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

一一
二六

１

一〇六二
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
��

�
������������










（
同
）
一一
二六

１

一〇六三
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
変
更
�
���


（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

一一
二六

２

一〇六四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一
二六

２

一〇六五
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一一
二六

３

一〇六六
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
���

�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一一
二六

６

一〇六七
港
湾
施
設
の
開
場
時
間
の
臨
時
変
更
��

�
��
（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
一一
二六

８

一〇六八
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
�
��

�
������������











（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一一
二七

１

一〇六九
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�����



（
同
）
一一
二七

１

一〇四三
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
一一
一三

１

一〇四四
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一一
一三

１

一〇四五
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一一
一四

１

一〇四六
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
������������










（
同
）
一一
一七

１

一〇四七
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六

十
九
号
（
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

条
例
施
行
規
則
別
表
第
五
及
び
別
表
第

六
に
定
め
る
事
項
に
基
づ
き
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
）
の
一
部
改
正
�
��
�

�
��
（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
企
画
課
）

一一
一七

２

一〇四八
保
安
林
の
指
定
予
定
�
������




�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一一
一七

３

一〇四九
平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
百
一
号

（
東
京
都
震
災
対
策
条
例
に
よ
る
救
出

及
び
救
助
の
活
動
拠
点
の
指
定
）
の
一

部
改
正
�
�����������









�

�（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
計
画
課
）

一一
一九

３

一〇五〇
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一一
一九

４

一〇五一
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
���

�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一一
二〇

１

一〇五二
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一一
二一

１

一〇五三
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指

定
�
�（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）
一一
二一
94

１

一〇五四
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等

の
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
�
��

�
������������










（
同
）

一一
二一
94

９
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三六九�

三七〇
指
定
講
習
機
関
の
届
出
事
項
の
変
更
届

出
（
二
件
）�����������










一一

五

５

三七一
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
�
�

一一

五

６

三七七
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
����




一一

七

12

三七八
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
����




一一

七

13

四〇六
令
和
四
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第

九
十
二
号
（
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委

員
会
告
示
第
百
六
十
八
号
（
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
手
続
等
）
の
全
部
改

正
）
の
廃
止
�
���������









一一
二八
97

10

四〇七
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第

百
六
十
九
号
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公

安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
）
の
廃

止
�
�������������













一一
二八
97

10

四〇八
令
和
四
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第

九
十
三
号
（
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委

員
会
告
示
第
百
七
十
号
（
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
規
則
第
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に

定
め
る
方
法
）
の
全
部
改
正
）
の
廃
止�

�
��������������














一一
二八
97

11

四〇九
令
和
四
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第

九
十
四
号
（
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委

員
会
告
示
第
百
七
十
一
号
（
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
規
則
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め

る
方
法
）
の
全
部
改
正
）
の
廃
止
�
�

一一
二八
97

11

四一〇
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
及

び
処
分
通
知
等
に
関
す
る
事
項
�
��


一一
二八
97

11

一四七
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
�
����




一一
一二

９

一四八
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
�
��


一一
一二

10

一四九
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
�
������������












一一
一二

10

一五〇
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
�
�

一一
一二

12

一五一
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
六
年
分
第
一
回
）��������







一一
二〇
93

１

一五二
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
�
�������������













一一
二一

２

一五三
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の

指
定
�
������������












一一
二五

３

一五四
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
二
十
九
号
（
政
治
団
体
の
届

出
）
の
一
部
訂
正
�
�������







一一
二五

３

一五五
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
四
十
六
号
（
政
治
団
体
の
届
出
）

の
一
部
訂
正
�
���������









一一
二五

３

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

一四
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
�
�����������











一一
二八
97

１

一五
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
����������










一一
二八
97

２

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

三六五�

三六八～
認
定
検
査
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更

届
出
（
四
件
）����������









一一

五

５

一〇九〇
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長

す
る
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に

よ
る
延
長
後
の
満
了
日
の
指
定
�
��
�

�
��

（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ�

協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）

一一
二八
95

１

一〇九一�

一〇九七～
東
京
都
宝
く
じ
の
発
売
（
七
件
）���
�

�
����


（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
一一
二八
96

１

規
　
　
　
則
（
教
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

五一�五三～
東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情

報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三

件
）��������������













一一
一八

３

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

一三九
政
治
団
体
の
届
出
�
�������







一一

七

２

一四〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出�

�
��������������














一一

七

５

一四一
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
�
����




一一

七

８

一四二
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
�
��


一一

七

９

一四三
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
�
������������












一一

七

10

一四四
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
�
�������������













一一

七

11

一四五
政
治
団
体
の
届
出
�
�������







一一
一二

１

一四六
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出�

�
��������������














一一
一二

３
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発　行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話　

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
163-8001
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話　

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
113-0001

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

○
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
令

和
六
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る
公
告
�
��
�

�（
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
）

一一
一一

１

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
十
六
件
）���

�
���

（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
一一
二八
96

４

公
　
　
　
告

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
���

（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
一一

四

４

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民

の
意
見
を
聴
く
会
の
開
催
�
������




�

�
����


（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一一

六

５

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
�
��������






�

�
������




（
総
務
局
統
計
部
調
整
課
）
一一
一二

12

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）
一一
一三

３

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
退
任
�
�����



�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
一一
一七

５

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
�
�
（
都
民
安
全
総
合�

対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）
一一
一八

５

○
地
域
森
林
計
画
の
案
�
��������






�

�
��
（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一一
一八

５

○
街
並
み
再
生
地
区
の
指
定
�
�
（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）
一一
一九

６

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
の
縦
覧
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）
一一
二〇

４

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）
一一
二一

２

○
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
（
維
持

管
理
）
変
更
の
認
可
�
��������






�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

一一
二一

３

○
消
防
法
に
基
づ
く
命
令
（
二
件
）�����


�

�
����������








（
東
京
消
防
庁
）
一一
二七

12

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
���

（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
一一
二八

13

雑
　
　
　
報

四一一
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第

三
百
十
六
号
（
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー

ス
ト
条
例
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
の

機
関
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
等
）
の
一
部

改
正
�
������������












一一
二八
97

11

告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

一一
東
京
海
区
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
ひ

き
縄
釣
の
制
限
�
��������








一一
一七

３

一二
東
京
海
区
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業
の
制

限
�
�������������













一一
一七

４

一三
東
京
海
区
に
お
け
る
火
光
利
用
と
び
う

お
漁
業
の
制
限
�
��������








一一
一七

５

規
　
　
　
程
（
水
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

二六
東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
�
���������









一一

四

３

告
　
　
　
示
（
水
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

七
徴
収
事
務
の
委
託
�
�������







一一

四

４

告
　
　
　
示
（
下
水
）

公
布
番
号

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
㌻

六�七
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等

（
二
件
）������������











一一
二八

13
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